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序章 ビジネス法務とは

第１節 ビジネス実務法務とは

Ⅰ ビジネス実務法務とは

（変動性）Volatility
１ ＶＵＣＡ（予測不能）時代において重要な法務問題 （不確実性）Uncertainty

（複雑性）Complexity
●法的環境の変化 （曖昧性）Ambiguity
①規制緩和：行政指導 → 自己責任

②国際化・グローバル化：対外的にも透明で具体的なルールの必要性

→ 法文・政省令の詳細化・具体化

③経済の成熟：公正で自由な競争…独占禁止法によるチェック

法的な配慮の要求＝損害賠償・行政処分・刑事罰などの回避

２ 企業法務に携わる者

法的トラブルの防止

すべてのビジネスパーソンの努力

「企業法務に携わる者は、

法律専門部門のサポート 役職員全員である」

３ 目指す内容

中堅ビジネスパーソンが

心得ておくべき法律の知識や考え方

レベル アップ …実務的な視点から

ある程度法律を学んだ者（ビジ法３級など）
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Ⅱ ビジネス実務法務の今日的な課題

１ ビジネスパーソンとしてＳＤＧｓとＥＳＧの理解の必要性

貧困をなくそう1
飢餓をゼロに国連で採択された 2

世界全体が すべての人に健康と福祉を3
全地球規模で 質の高い教育をみんなに4
取り組む目標 ジェンダー平等を実現しよう5

安全な水とトイレを世界中に6
エネルギーをみんなに。そしてクリーンに7
働きがいも経済成長もＳＤＧｓ 8

（持続可能な 産業と技術革新の基盤を作ろう9
開発目標） 人や国の不平等をなくそう10

住み続けられるまちづくりを11
つくる責任、つかう責任12

目標 気候変動に具体的な対策を13
海の豊かさを守ろう14

企 業 陸の豊かさも守ろう15
平和と公正をすべての人に16
パートナーシップで目標を達成しよう17

評価

Ｅ：環境 Ｓ：社会 Ｇ：統治

( )ＥＳＧ ( )Environment ( )Social Governance
（ＥＳＧ投資）

（ＥＳＧ市場）

(国連)責任投資原則（ＰＲＩ）

２ ビジネスにおける人権意識の高まり

国境を越えた人権侵害 世界に広がるサプライチェーンの一部ででも

搾取的労働や土地収奪などがあれば、

人権侵害を助長する企業として問題視される

外国の法律に基づく制裁等（英国や豪州の現代奴隷法など）

法務リスク 訴訟や行政罰など

運営リスク 人材流出やストライキなど（オペレーションリスク）

（レピュテーションリスク）評判リスク 不買運動やＳＮＳ上での炎上など

財務リスク 株価の下落や投資の引揚（ダイベストメント）など
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第２節 企業を取り巻くリスクとビジネス実務法務

１ 企業活動に伴うリスク

＜ とは＞リスク

何らかの損害を被るおそれのある不確実性 ＝危険

純粋リスク ( ) …損害のみのリスク←自然災害や戦争などloss only risk

投機的リスク( ) …損害か利益かのリスク←事業活動などloss or gain risk

リスクマネジメント …リスクを管理する一連の活動

→ 顕在化したときの処理をあらかじめ決めておく

●リスクマネジメントのプロセス

①リスクの ②リスクの ③リスクの ④結果の

洗出し 分析 処理 検証

想定されるリスクをすべて洗い出す 定量分析 …数値化の困難性

↓

・事故事例の調査

・財務諸表や契約書の確認 定性分析 …あいまいな分析結果

・社内外のアンケート調査など

数値と基準を組合せて利用

強度 ｲｴﾛｰﾘｽｸ（注意） ﾚｯﾄﾞﾘｽｸ（危険）

(大) →転嫁…保険など →回避…活動中止

強度 ｸﾞﾘｰﾝﾘｽｸ（安全） ｸﾞﾚｰﾘｽｸ（灰色）

(小) →保有…危険負担 →除去…防止分散

頻度（小） 頻度（大）



- 4 -

２ リスクマネジメントとビジネス実務法務

（１） とビジネス実務法務法務リスク

①企業取引にまつわる法務リスク 契約に関するリスク、取引先倒産リスクなど

②労務管理にまつわるリスク セクハラ､パワハラ､内部告発､労働災害など

③企業経営と株主対応にまつわる 株主代表訴訟、財務関連書類虚偽記載リスク

リスク など

④知的財産にまつわるリスク 知的財産権の取得と侵害防止、知財紛争など

⑤情報管理にまつわるリスク 個人情報保護、企業機密の漏洩など

（２）リスクマネジメントと内部統制

企業の存続基盤である社会の維持発展に寄与するＣＳＲ 企業の社会的責任（ ）

(持続的発展)

重要な要素ないし前提

法律や規則などの社会的なルールに従って活動するコンプライアンス(法令等遵守)

法的リスクのリスクマネジメント …法務リスクの顕在化を予防し、

適正な企業活動を推進する。

内 部 統 制 …会社の業務の適性を確保するための行動の総体

３ リスクマネジメントの実践

Plan Do① ②

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに関する計画の策定 リスクマネジメント計画の実施

・ﾘｽｸの発見､特定､算定､評価

・ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの目標設定

・ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの策定

Action Check④ ③

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画の修正と業務改善 リスクマネジメント計画の緩衝

・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに従った実施か？

・目標達成のとって有効か？

など
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第１章 企業・契約にかかわる法務
第１節 契約の基礎知識

１ 契約の成立

権利・義務の主体 権利能力

申込 意思の合致 承諾 意思能力

∥ 行為能力

契約の成立 意思表示 正常でない意思表示

心裡留保 制限行為能力者

代理 虚偽表示 ・未成年者

債権・債務の発生 契約の 錯誤 ・成年被後見人

表 無 効果 詐欺 ・被保佐人

見 権 強迫 ・被補助人

代 代 契約の履行 債務不履行 強制履行

理 理 履行遅滞 損害賠償請求

履行不能 契約解除

債権・債務の消滅 不完全履行 危険負担

契約不適合…追完、代金減額、損害賠償、解除

●契約の効果発生に関する諸要件

契約成立 当事者の存在 目的(物)の存在 意思表示の合致

意思能力の具備 契約内容の確定性 意思と表示の一致

行為能力の具備 〃 実現可能性

契約有効 〃 適法性

〃 社会的妥当性

（ ）公序良俗

(代理･代表の場合)

効果帰属 代理権・代表権の

存在

効力発生 期限の到来、条件の成就

債権・債務の発生 ※各段階の要件を満たさない場合、

契約の効果が生せず、

債権･債務は成立しない。
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●典型契約の種類と内容

諾成贈与契約 当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表
( ) 片務 無償549 示し、相手方が受諾をすることによって成立する契約

双務 有償 諾成売買契約 当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、
相手方がこれに対してその代金を支払うことを約すること( )555
によって成立する契約

双務 有償 諾成交換契約 当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転すること
を約することによって成立する契約( ①)586

有償消費貸借 当事者の一方が種類・品質・数量の同じ物をもって返還す
片務 無償 要物契約 ることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ること

によって成立する契約( )587

諾成書面による 当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相
手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物を消費貸借
もって返還をすることを約することによって成立する契約( の )587 2

諾成使用貸借 当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、
片務 無償契約 相手方がその受け取った物について無償で使用および収益

をして契約が終了したときに返還をすることを約すること( )593
によって成立する契約

双務 有償 諾成賃貸借契約 当事者の一方がある物の使用および収益を相手方にさせる
ことを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと( )601
および引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還する
ことを約することによって成立する契約

双務 有償 諾成雇用契約 当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、
相手方がこれに対してその報酬を与える( )623
ことを約することによって成立する契約

双務 有償 諾成請負契約 当事者の一方(請負人)がある仕事を完成させることを約し、
相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を与え( )632
ることを約することによって成立する契約

双務 有償 諾成委任契約 当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に
※ ( ) 片務 無償643 委任し、相手方(受任者)がこれを承諾することによって

成立する契約

双務 有償 諾成寄託契約 当事者の一方(寄託者)が、物を保管することを相手方に
※ ( ) 片務 無償657 委託し、相手方(受寄者)がこれを承諾することによって

成立する契約

双務 有償 諾成組合契約 各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約すること
によって成立する契約( )667

双務 有償 諾成終身定期金 当事者の一方が､自己､相手方又は第三者の死亡に至るまで、
片務 無償契約 定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付すること

を約することによって成立する契約( )689

双務 有償 諾成和解契約 当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめる
ことを約することによって成立する契約( )695

※委任契約・寄託契約は、特約なければ片務無償契約となる。
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第２節 請負にかかわる契約

＜ とは＞請負契約

請負人がある仕事を完成させることを約し、 (民632)

注文者がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約

（ ）契約の成立 当事者間の合意(民632) ※建設工事は書面作成義務:建設業法19

請負人の義務 契約に定められた仕事の着手、完成義務(民632)
・下請人などの使用も可能（※建設業法では は禁止:22）と他人の使用 一括下請

報酬の支払い 仕事の完成後、引渡と同時に(民633) ※受給権は契約時に発生
・請負の解除または注文者の責めにより仕事が完成できなかった
場合でも、既にした仕事により、注文者が利益を受ける部分が
あれば、請負人はその割合に応じて報酬を請求できる(民633)。

・債務不履行（着手なしや期限内完成不可能確実）による解除注文者による
・仕事完成前は、いつでも損害を賠償して解除できる(民641)。契約の解除

請負人の 売買の契約不適合責任に関する規定を準用(559) ← 有償契約
※注文者の提供した材料や注文者の与えた指図による契約不適合
種類または品質の不適合については、責任をとえない(民636)責任

１ …「建設工事」として建設業法も適用される 定型約款建築請負契約
(民法548の2～4)

契約書等の作成 …業者に作成義務づけ(建設業法19)
→代表的約款： 民間連合協定工事請負契約約款「

報酬の支払時期 (民633) …引渡時、特約で分割払い・前払も可能

その部分を仕事 可分な部分の給付により ①仕事の完成不可能
（ ）の完成とみなす 注文者が利益を受ける 注文者に帰責事由なし
②仕事の完成前の契約解除

請負人の悪意を除く
注文者が受ける利益の 注文者の提供材料や指示による
割合に応じた報酬(634) 責任の 注文者が不適合を知って１年超

追求不可 契約不適合責任減免の特約

工事請負の契約不適合責任 追完請求権(562①) 契約目的等を明確
代金減額請求権(563) にした契約書

売買規定の準用(559) 損害賠償請求権(564･415) の作成が重要
新築住宅の特例(品確法) 解除権(564･541･542)

債務不履行等 報酬

(なし) (なし) 増額
仕事完成義務あり 請負人への帰責 注文者への帰責 請求権

(あり) (あり) 不発生
(可能)

仕事の完成 債務不履行責任 注文者に損害賠償責任(635) 請負人
(不可能)

(あり) (なし) 報酬
仕事完成義務なし 請負人への帰責 注文者への帰責 請求権

(なし) (あり) 消滅
536 ①

一括下請けの禁止 (建設業22) 請負人の報酬請求権存続(536②)

売買契約
どちらかを適用２ 受注者の材料を用いて製作した物を提供製造物供給契約
請負契約
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第３節 委任にかかわる契約

＜ とは＞委任契約

委任者が受任者に、法律行為や事務の処理を相手に委任し、

受任者がこれを承諾することによって成立する契約 (民643､656)

契約の種類 法律行為→委任、事務の処理→準委任、法律上の効果に違いなし

受任者の義務 委任者のために をもって委任事務を処理(民644)善管注意義務
※当事者の信頼関係からくる義務なので無償委任でも同じ

、 （ ）報酬の支払い 特約がなければ 受任者は報酬を請求できない無償契約 民648
、 （ ）商人の営業行為であれば 特約なくして有償契約になる 商512

１ 業務委託契約 媒介…他人の間に立って、両者を当事者とする
法律行為の成立に尽力する行為 → 仲立人(商543)

、商品やサービスの 代理(99～118)…本人に代わって他の者が法律行為を行い
流通過程への関与 その効果を本人に帰属させる → 代理商(商27～31)

取次…自己の名をもって他人のために (会16～20)
法律行為をなすことを引受ける→ 問屋(商551)

２ 取引の媒介に関する契約（仲立契約）

仲 立 人 …宅地建物取引業・旅行業など

他人間の商行為の媒介をなす業 両者を当事者とする契約の成立に尽力する

仲立契約成立 準委任契約…諾成契約、書面交付義務(宅建)、説明義務(旅行)

仲立人の権利 当事者間の契約が成立したときに限り報酬(手数料)支払請求可

請求前に結約書交付が必要、媒介の経費は仲介料に含む

（宅建業法：報酬規定あり、超過額は無効）

原則として、当事者のために給付を受領する権限なし
→仲立人への給付は、債務の履行とはならない

仲立人の義務 ・善管注意義務 ＋ 委任者の目的達成についての注意義務
（宅建業法：信義誠実義務､物件の書面交付義務､守秘義務）

・当事者間の契約成立についての書面交付義務
（宅建業法、旅行業法には、具体的規定）

・帳簿記載･保存義務 …請求に応じて謄本交付義務

・当事者の命ある場合の氏名秘匿義務…結約書、帳簿謄本にも
※氏名秘匿時は、仲立人自らが相手方に対して義務を履行

３ 代理商契約

代 理 商 …損害保険代理店 締約代理商…代理
媒介代理商…媒介

一定の商人･会社の営業･事業の部類に属する取引の代理・媒介の委託を受ける

代理商契約 委任契約…諾成契約 （損保：損害保険代理店委託契約）、

代理商の権利 ・報酬請求権…営業の範囲内で、本人のために行った行為に
ついて相当の報酬(手数料)を請求できる

・留置権…代理･媒介行為による債権であれば、牽連性は不要

代理商の義務 ・善管注意義務

・通知義務…代理･媒介の実施は、遅滞なく本人に通知

・競業避止義務…本人の許可なく、同種の営業･事業の取引や
それを目的とする会社の取締役就任等は不可
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第４節 物流にかかわる契約

運送 → 運送契約

物 流 物の

保管 → 寄託契約

１ 運送契約…結果に対して運送費が支払われる

陸上運送

運送人(商569) 運送営業 海上運送 鉄道営業法、道路運送法

航空運送 貨物利用運送事業法など

物品運送契約
運送契約 商法(569～592)のほか、各種特別法が適用

旅客運送契約

個別運送約款が重要な役割

業界単位でほぼ統一
２ 倉庫寄託契約

＜ とは＞寄託契約

当事者の一方(寄託者)が、物を保管することを相手方に委託し、

相手方(受寄者)がこれを承諾することにより成立する契約 (民657)

倉庫営業者 …倉庫業法による国土交通大臣の登録が必要 契約では約款が重要

… は含まない他人のために物品を倉庫に保管ことを業とする者(商599) 消費寄託

倉庫寄託契約 寄託契約の一種…要物契約→諾成契約

倉庫営業者 ・受託物出庫時以後でないと、保管料、その他の費用の請求が

の権利 できない(商611)…実際 入庫時払･毎月払 形式ありには､ などの

・留置権(商521･民295)、動産保存の先取特権(商320)

・契約満了後、引取も契約更新もなければ、供託･競売が可能

(商615･524①②)

倉庫営業者 ・善管注意義務(商595･民400)

の義務 ・下請け利用の禁止(民658)

(民662①)・寄託者の請求があれば いつでも受託物を返還する、

・倉荷証券発行の場合は、これと引き替えで返還する(商613)

・保管期間を定めた場合、寄託者が期間前に返還請求したこと

で損害を受けた倉庫営業者は、寄託者に賠償請求可能(民662

・注意を怠らなかったことを証明しない限り、 ②)

その滅失・損傷に関し損害賠償責任を負う(商610)

…約款では、倉庫営業者側の故意または重過失について

寄託者側の証明が必要と規定するのが通常

混合寄託 複数の寄託者から、同種同品質で代替性のある物の保管を依頼

された場合、各寄託者の承諾を得れば、混合して保管できる。

(民665の2)この場合の返還は、同じ数量の物であればよい。
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第５節 金融・保険等にかかわる契約

１ 預貯金・融資に関する契約

＜ とは＞消費寄託契約

金銭消費寄託契約 寄託者から受け取った寄託物を受寄者が消費し、

同種･同物･同量の物を寄託者に返還する内容の契約

預貯金契約 預金約款も適用される

手形・小切手の支払委託…委託契約
当座預金 混合契約

当座預金…預金契約＝消費寄託契約

受寄者・ ・受寄者(金融機関)は、寄託者(預貯金者)から受け取った物と

寄託者の 同種･同物･同量の物(預貯金)を返還する義務を負う (666①)

権利義務 ・受寄者(金融機関)はいつでも寄託物を返還できる(666③→591②)

・寄託者(預貯金者)はいつでも寄託物の返還を請求できる (662①)

・返還時期の定めのある場合、期限前の返還または返還請求により

受けた被害の賠償を請求できる (666③→591③ 662②)、

＜ とは＞ 要消費貸借契約

金銭消費貸借契約 当事者の一方が種類、品質および数量の同じ物を 物

返還することを約して、相手方から金銭その他の 契

最も 一般的 物を受け取ることによって効力が生じる契約 約

(民587)

利息付き金銭消費 書面でする消費貸借契約では、目的物の交付は不要

貸借契約 (民587の2)
出資法

暴利行為排除のための規制 利息制限法

貸金業法 など

●預貯金契約における消費貸借規定の準用

消費貸借契約 預貯金契約 消費寄託契約

返 貸 主 いつでも相当の期間を いつでも返還請求可能 いつでも返還請求可能
還 または 定めて返還催告可能 ( ①) ( ①)662 662
時 寄託者 ( ①)591
期 から
の
定 借 主 いつでも返還可能 いつでも返還可能 いつでも返還可能
め または ( ②) ( ③→ ②) ( ①)591 666 591 663
な 受寄者
し から

返 貸 主 返還時期より前は いつでも返還請求可能 いつでも返還請求可能
還 または 返還請求不可 ( ①) ( ①)662 662
時 寄託者 受寄者に生じた損害を 受寄者に生じた損害を
期 から 賠償する必要( ②) 賠償する必要( ②)662 662
の
定 借 主 いつでも返還可能 いつでも返還可能 やむをえない事由が
め または ( ②) ( ③→ ②) ない限り返還不可591 666 591
あ 受寄者 貸主に生じた損害を 寄託者に生じた損害を ( ②)663
り から 賠償する必要 賠償する必要

( ③) ( ③→ ③)591 666 591
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２ ファイナンスリース契約

リース会社が、企業などが選択した機械設備等を購入し、

リース その物件をその企業に比較的長期にわたり賃貸する取引

…ファイナンス・リース以外のリース…賃貸借的オペレーティング・リース

…解約不能、保守費用等のユーザー負担 …金融的ファイナンス・リース

＜ファイナンスリースのメリット＞

サプライヤー ユーザー

・販売代金の短期回収…リース会社からの支払 ・実質的金融効果

・販売促進 …リースメリットの強調 …借入先を探す必要なし

…原則的に担保不要

リース会社 ・陳腐化リスクの回避

…リース期間満了による

・実質的担保効果 …物件の所有権を把握 機種入替え

●ファイナンスリースのしくみ

①物件の選定

サプライヤー

④納品 検査

③ 注 ⑥

売 ユ文 代 所

注 請 金 有 補修修繕費用 通常、リース料の買 ｜

文 書 支 権 は含まない 支払開始は、物件契 ザ

書 払 の引渡し、借受証約 ｜

⑦リース料支払 の交付の後となる

⑤借受証リース会社

承諾 実際には、

②リース契約 サプライヤー経由

与信 申込 での申込が多い。

（ ）諾成契約 ﾘｰｽ会社の承諾時点で成立

通常は、リース標準契約書に従う内容 同じ物件を借り

直す場合の再リ

ース料は、従前

別途、メンテナンス契約 の1/10～1/12程保守・修繕義務

を締結することが多い

再リース

リース

※実質的には、金融機関の役割を果たしている 契約終了後 返還(契約終了)

資金の代わりに物品を貸付ける物融の機能 の処理

買取
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３ 保険契約

損害保険契約 (保険法2⑥) …偶然の事故による損害を填補する保険

生命保険契約 (保険法2⑧) …人の生死に関する保険

傷害疾病定額保険契約 (保険法2⑨)…人の傷害または疾病に基づく保険

＜ とは＞保険契約

保険契約 当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として 保険法

財産上の給付（保険給付）を行うことを約し、 の

相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に 規定

応じたものとして保険料を支払うことを約する契約

諾成契約…実務上は、書面(保険契約申込書)の作成が必要

免許申請書に添付される事業方法書(保険業法4②2)に

保険契約の申込書等への記載事項の記載が必要なため

射倖契約…利益と損失の均衡関係が偶然の事情によって左右される契約

→ 著しく射倖的な契約は、公序良俗に反し無効

＜保険契約締結時の射倖性チェック＞

、 。① 被保険者にとって 保険事故が発生しないことが経済的利益となるか

② 世間の常識から見て、保険金額が不当に高くないか。



- 13 -

第６節 業務提携契約

契約法的提携…もっぱら業務に関してなされる 例）生産業務の提携
業務提携

組織法的提携…当時会社の組織そのものの変動 例）合弁事業

生産業務の提携 …生産の効率性確保と補完を目的とした提携関係

売買･請負･委任･賃貸借等の混合契約・非典型契約

＜生産業務提携契約で定められる契約条項の例＞

①秘密保持、②最恵取引条件、③類似製品の製造販売禁止、

④品質保証、⑤商標、⑥知的財産、⑦技術指導・共同研究等

発注者ブランドで販売するために 売買か？請負か？

ＯＥＭ契約 受注者に製品を供給させる契約 商標の管理

（相手先ブランド生産） 発注者の製造物責任

メリット 発注側…投資負担､経営リスクの軽減

受注側…生産増､利益増､余剰の活用

コンピュータソフトウエア開発の委託 …売買･請負･委任等の混合契約

（非典型契約）

成果物たるソフトウエアの著作権の帰属は？（著作権、使用権）

ソフトウエア開発委託契約の業務範囲は？

開示された情報の保護は？ → 機密保持条項

合弁事業

簡易・迅速… (667)合意のみで成立

柔軟性あり… 等も自由利益配分

民法上の組合を利用した合弁事業 ※ (674)定めなし→出資割合

法人格なし…財産は総員共有(668)

直接無限責任(675)

法人格なし

パススルー課税

(ＬＬＰ) 間接有限責任

有限責任事業組合を利用した合弁事業 利益配分や議決権の設計自由

合同会社(ＬＬＣ)を利用した合弁事業 利益配分や議決権の設計自由

業務執行権は原則社員全員

間接有限責任

法人格あり

株式会社を利用した合弁事業 …合弁会社の設立→間接有限責任のメリット

※合弁契約に合致した定款の作成
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第７節 代金・資金の決済とその手段

決 済 …取引に伴う金銭の移動

現 金 決 済

キャッシュレス決済 …現金を用いない決済、企業間決済では主流

企業間取引（ＢtoＢ）の決済

口座振込み …請求書払いが一般的
（まとめて請求書発行 → 指定口座に振込)

口座振替（引落とし） …定期的に一定の金額を引き落とす
（ 、 ）一旦設定すれば その都度の手続等は不要

クレジットカード …企業間利用は限定的（限度額、手数料）
割賦販売法の適用除外

決済代行サービス …様々な決済手段の組み合わせを一括して代行

個人向け取引(ＢtoＣ)の決済

クレジットカード …消費者が信販会社と立替払契約を締結し、

立替払して貰った商品等代金を後払いする。

分割払の場合は、割賦販売法上の包括信用購入あっせんに該当

…加盟店には、情報提供義務、不正利用防止義務等が課される。

デビットカード …金融機関口座から直ちに引落し、即時払い

「為替取引」として、銀行法の規制対象

プリペイドカード …あらかじめチャージ(入金)して、それを支払

電子マネー 磁気カード､ＩＣカード､ネットＩＤ方式など

｢前払式支払手段｣として、資金決済法の規制

スマートフォン決済 …スマホアプリによるＱＲコードの読み取りや

スマホ自体を読み取り機器にかざしての決済

※機能や決済手段により規制法令が異なる

決済 …仮想通貨とも呼ばれる暗号資産

※資金決済法、金融商品取引法の規制

・不特定の者に対して、代金の支払等に使用できる。 法定通貨

・法定通貨や他の暗号資産と相互に交換できる。 や貴金属

・電子的に記録され、移転できる。 などと

・法定通貨や法定通貨建て資産ではない。 連動する

（安定化させた暗号資産）

電子決済手段 …通貨建てのステープルコインなど

※資金決済法の規制
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●資金決済法

＜ は＞資金決済法

商品券・プリペイドカードなどの金券や電子マネー、

銀行業以外による資金移動業について規定する法律

前払式支払手段の発行業務（３条～） …商品券、プリペイドカードなど

紙券 磁気ｶｰﾄﾞ ICｶｰﾄﾞ ｻｰﾊﾞｰ管理

資金移動業（36条の２～） …銀行等以外の者による

離隔地間の現金輸送以外の資金移動
第１種 第２種 第３種

暗号資産交換業（63条の２～） …暗号資産流失リスク対策や広告規制

為替取引分業業（63条の23～） …取引ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞや取引ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞは許可制

資金精算業（64条～） …為替取引にかかる債権債務の精算

＜暗号資産（仮想通貨）の一般的定義＞

技術的に言うと、暗号資産は、ブロックチェーンに代表される自律分散システムに

よって財産的価値を保証する電子データ（データ資産）であり、インターネット上で

決済手段等として利用できる。かつては仮想通貨と呼ばれたが、国や中央銀行により

保証される法定通貨との誤認を避けるため、暗号資産と呼称されるようになった。

つまり一般的には、暗号資産（仮想通貨）は次の特徴を持つ。

①デジタル通貨（電子データ）である。

②発行元としての中央銀行がない。

③抗堪で信頼性の高い自律分散システムで管理されている。

、 、 、ちなみに ブロックチェーンは ①Ｐ Ｐネットワークによる自律分散システムto
②ハッシュや電子署名といった暗号技術、③コンセンサスアルゴリズム、といった

技術の組み合わせにより、①システムダウンがほぼ皆無、②改ざんや消去が困難、

③管理者不在、を実現している。

法定通貨

・現金 ・バーコード決済

・ＩＣカード決済 暗号資産

など

デジタル通貨
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第２章 法人財産の管理・活用と法律
●企業会計における財産の概念＝資産

貸 借 対 照 表
○年○月○日現在

現金預金 支払手形
受取手形当座資産

流動負債売掛金 買掛金
負債流動資産 有価証券

短期借入金
）棚卸資産 (他人資本商品･原材料

固定負債長期借入金
建物･構築物 社債
機械･工具･備品
土地 資本金固定資産
特許権･商標権 資本準備金

純資産投資有価証券 利益準備金
任意積立金

）繰延資産 (自己資本繰越利益剰余金

創立費、開業費、開発費
※項目は代表的なものを表示株式交付費、社債発行費

第１節 流動資産の運用・管理の法的側面

１ 預金

●預金の種類と内容

消費寄託契約普通預金＝
預金の 当座預金＝消費寄託契約＋手形小切手の支払委託契約
法的性質 指名債権 契約証書（証拠証券）

預金約款預金通帳
…有価証券ではない、一種の免責証券預金証書

払戻しにあたっては、届出印章とともに提出される。

●受領権者としての外観を有する者に対する弁済（民478）

金融機関がその持参者を預金者であると過失なく信じて支払えば、

その者が正当な権利者でなかったとしても、金融機関は免責され、

真の権利者（預金者）に、重ねて払い戻す責任を負わない。

● 偽造・盗難キャッシュカード等を用いた預金者保護法

（ ）ＡＴＭでの不正払戻からの預金者保護 →３級レジュメ参照

２ 有価証券 資産運用手段のひとつ
＜ とは＞有価証券

権利と一体不可分となっている証券 …国債証券､地方債証券､社債券､株券､ＣＰ

新株予約権証券､投資･貸付信託の受益証券

金融債･政府保証債等の証券 など
＜ とは＞金融商品取引法

有価証券の発行・流通に関する法律 →目的｢国民経済の適切な運営｣｢投資者の保護｣

投資者が安心して参入できる証券市場整備

ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ制度・

・不公正取引の防止
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第２節 固定資産の管理と法律

Ⅰ 不動産登記制度

不動産についての権利関係を明確に公示する制度不動産登記制度

土地や建物の所在･面積、所有者の住所･氏名などを 不動産取引の安全を図る

公の登記記録に記載し、これを一般公開する

買戻特約(民 )579
対象不動産の特定 権利喪失に …買戻期間は最大10年、定めなきなら５年

繋りかねない 処分の制限…差押え、仮差押え、仮処分等

土地：地 番 登記記録 →実行されると、所有権喪失

建物：家屋番号 の確認 仮登記(不登記105)…順位保全効

１号仮登記（条件不備仮登記）
２号仮登記（請求権保全仮登記）

不動産登記の効力 対抗力 …当事者以外の第三者に権利を主張する効力

※詐欺･強迫での妨害者､背信的悪意者などには登記なく対抗できる

公信力 …登記を信頼しても保護されない。但し反証なければ登記どおり推定力

＜登記事項証明書の一例＞（利害関係がなくても誰でも取得できる）

Ⅱ 損害保険の付保

●損害保険のしくみ
リスクの移転

財産喪失・賠償責任など

保険料支払い

支払原資 経済的損失 被保険利益
保険金による 「金銭に見積り可能」

損害保険会社 損害の填補 企業・個人 ①付保価値
②物件の価値

＜損害保険の加入目的＞ ③物件の区分
①日常のリスクに備えた経済的な安定 ④賠償責任の可能性
②事故や災害の被害者に対する補償 ⑤填補義務の危険
③工事請負などの際の信用補完
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第３節 知的財産権の管理と活用

● の種類知的財産権

知的創造物についての権利 営業標識についての権利

・ （特許法…発明） ・ （商標法…商標）産業財産権 特許権 商標権

（ ）(特許庁に ・ 実用新案法…考案実用新案権

登録) ・ （意匠法…デザイン）意匠権

その他 ・育成者権 種苗法…植物新品種 ・商号（商法、会社法…商号）（ ）

・回路配置利用権

（ ）半導体集積回路配置法…ICﾁｯﾌﾟ

・著作財産権 ・著作人格権（氏名表示権）著作権

著作権法 ・著作者人格権（公表権など）（ ）

・著作隣接権

・ ノウハウ・顧客ﾘｽﾄ ・周知表示不正競争 営業秘密（ ）

・商品形態 ・著名表示防止法

・コピープロテクション等 ・ドメイン名

・原産地の表示

・海外商標の利用権

●主な の概要 登録のあるものは先願主義知的財産権

保護の対象 公秘 登録 存続期間

発明 公開 必要 出願から20年特許権

（ ）実用新案権 考案（小発明） 公開 必要 出願から10年 無審査登録

デザイン 公開 必要 登録から25年意匠権

ﾄﾚｰﾄﾞﾏｰｸ､ｻｰﾋﾞｽﾏｰｸなど 公開 必要 登録から10年（更新可能）商標権

著作物､ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 公開 不要 著作者個人の死後70年著作権

秘密の技術や営業ﾉｳﾊｳ 秘密 不要 秘密である限り営業秘密

特許権・実用新案権・意匠権などは、独占排他的な実施権を付与する一方で、

それを公開して公衆に利用する機会を与えることによって、我が国産業の発展に

寄与することを目的としている （特許法･実用新案法･意匠法の各１条など）。
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１ 著作権

●著作物
思想または感情の創作的表現 創作性…精神活動による個性

表現…ｲﾒｰｼﾞやｱｲﾃﾞｱのみは不可著作物

文芸･学術･美術･音楽に属するもの 文化性…本来は純粋美術

①小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

②音楽の著作物

③舞踏または無言劇の著作物

④絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 …美術工芸品を含む

⑤建築の著作物

⑥地図又は学術的な性質を有する図面､図表､模型その他の図形の著作物

⑦映画の著作物 …映画の効果に類似する視覚的表現(動画全般)

⑧写真の著作物 …写真の製作方法と類似する方法での表現物を含む

⑨プログラムの著作物

二次的著作物 …著作物に変更や付加して創作した著作物

翻訳、編曲、変形、翻案(脚色や映画化など)

原著作物の内容がそのまま残る部分が含まれる

創作性が認められなければ、単なる複製となる

利用には原著作者の承諾も必要

編集著作物 …素材の選択または配列によって創作性を有するもの

(新聞や雑誌等)

①憲法その他の法令

※ 著作権の目的と ②国等が発する告示･訓令･通達類 …白書等は含まない

ならない著作物 ③裁判所の判決･決定･命令･審決、行政庁の裁決･決定

④上記の翻訳物･編集物で国等が作成するもの

●著作者
著作物に「著作者｣｢著者｣として

…著作物を創造する者 「実名」や周知の「変名」を表示著作者

している者は著作者と推定される

法人等の発意に基づき、

法人等の業務に従事する者が …請負､委託は×

職務著作 法人等 職務上の行為として作成し

(使用者) 法人等の名義のもとに発表 …ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの場合不要

勤務規則等に別段の定めなし

①複数の者が共同で創作し、

共同著作物 共同著作者 ②各人の寄与分を分離して個別利用できない

(共同著作権)
著作者人格権の行使も全員の同意が必要

結合著作物 …歌詞と楽曲
個別に著作権 ← 分離して個別利用できる

集合著作物 …各章分担の著書
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著作者の権利 著作隣接権

著作者 財 産 権
著作権(財産権) 実演家人格権

人格権 許 諾 権 報酬請求権

公表権 複製権 氏名表示権 録音権･録画権 放送

上演権･演奏権 二次使用料を

氏名 上映権 同一性保持権 放送権 受ける権利

表示権 公衆送信権･伝達権 ・有線放送権

口述権 展示権 頒布権 貸レコードに

同一性 譲渡権 貸与権 送信可能化権 ついて報酬を

保持権 翻訳権･翻案権 受ける権利

(二次的著作物の創作権) 譲渡権 貸与権

二次的著作物の利用権

●著作者の有する権利(17)…著作物を創作すれば成立し、申請・登録等は不要

著作者 著作者人格権…創作時に発生し、著作者の死亡時に消滅する。(51)

、 。著作財産権…創作時に発生し 著作者の死後70年経過後に消滅する

変名が周知、保護期間中に実名登録

著作者の 経過時まで 保護期間中に著作者が実名･周知変名で発表死後７０年

無名･変名著作
公表後７０年経過時まで …著作者が特定できない場合

法人等著作

いずれも最終年の12月31日まで

譲渡の禁止 「一身専属権」(51)

非相続性著作者人格権

死後の保護…著作者の死亡後も、人格権の侵害行為は原則禁止

→遺族による差止･名誉回復措置請求権

著作物を公表するか否か
公 表 権 いつ公表するか の決定権
(18) どのような方法で公表するか

二次著作物についても、原著作者の権利が認められる

著作者名を表示するか否か
氏名表示権 表示は、実名か変名か の決定権
(19) ※利用目的に照らして表示が困難な場合、表示を省略できる。

（①著作者の利益を害しない②公正な慣行に反しない）

同一性保持権 …著作物の内容および題号の改変は、著作者のみが行える。
(20) 例外）学校教育上やむを得ない、建築物の増改築等、

コンピュータプログラムのバージョンアップなど
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… 一括または支分権ごとの譲渡可能（対抗要件：登記）著作権(著作財産権)

複製権 (21) 有形的に再製する権利(印刷､写真､複写､録音､録画等)

（ 、 ）、上演権・演奏権(22) 公に 公衆に直接 見せ聞かせることを目的として
脚本・楽譜などに基づいて上演・演奏する権利
（ビデオライブ、ＢＧＭ、カラオケでの利用も含む、
ただし、上映、公衆伝達にあたるものは除く）

上映権 (22の2) あらゆる著作物を公に映写して見せる権利
(スクリーン､ディスプレイ､プロジェクター等へ映写)
(サウンドトラック等の音声の再生も含む)
(公衆伝達にあたるものは除く)

公衆送信権 (23) 放送･有線放送･FAX･Eﾒｰﾙ等によって公に送信する権利
。自動公衆送信の (Webへの掲載権)を含む送信可能化権

公衆伝達権 (23②) 公衆送信されたものを受信して公に視聴させる権利

口述権（言語） 朗読等により、公に口頭で伝達する権利
(24) 録音された｢講演､演説､朗読｣の公に再生すること含む

展示権 美術・写真 原作品(写真は未発行もの)を展示する権利（ ）
(25) （上映、公衆伝達にあたるものは除く）

頒布権（映画）(26) 映画の著作物の複製物の流通をコントロールする権利

譲渡権（映画以外） 原作品を譲渡する権利｡再譲渡には行使不可｡ (26の2)

貸与権（映画以外） 複製物を貸与(レンタル)する権利 (26の3)

翻訳権・翻案権(27) 二次的著作物を創作する権利
翻訳(原作と異なる言語での表現)､編曲(音楽のｱﾚﾝｼﾞ)
変形(立体化など表現物の形状の変更)
翻案（脚色…台本･脚本化、映画化、

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟなど）

二次的著作物の 原著作物の著作者は、
利用権(28) 二次的著作物の著作者と同じ権利を有する

(61)
（ ）著作権の譲渡 …譲渡されると著作権者となる 登録しないと第三者に対抗不可

※著作者人格権は譲渡不可 → 不行使特約が多い
（全部または一部）

著作権の利用許諾 …無断利用者等への差し止めや損害賠償請求ができない

（一部について特に厚い保護）
原作のまま

出版権 ←複製権を有する著作権者が設定 印刷等の方法
により複製

(79～) 独占的に著作物を文書または図画として出版する権利

、 。※登録することにより 第三者に対抗することができる

(89～)
実演家…録音権･録画権､送信可能化権､放送権･有線放送権など

著作 レコード製作者…複製権､送信可能化権､ﾚｺｰﾄﾞ譲渡権･貸与権など

隣接権 放送事業者…複製権､再放送権･有線放送権､ﾃﾚﾋﾞ公衆伝達権など

有線放送事業者…複製権､再有線放送権･放送権､有線ﾃﾚﾋﾞ公衆伝達権など
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●著作権の制限（自由利用：30～50）

(30)私的使用のための複製…店頭ﾀﾞﾋﾞﾝｸﾞ､ｺﾋﾟｰｶﾞｰﾄﾞ解除､海賊版ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ等は違法

(30の2～4)著作権者の利益を不当に害しない範囲での利用

…付随対象著作物の利用(写り込みなど)、検討の過程における利用

技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用

(31)図書館等における複製

(33～36)教育目的の利用…教科書等への掲載、学校教育番組の放送等

学校等における複製等、試験問題としての複製等

(37､37の2)視聴覚障害者のための複製等…点字化、音声化、文字化など

(38)営利を目的としない上演等…非営利無料の上演･貸与･放送中番組の公衆伝達等

(32)妥当な範囲での引用…公表著作物を、公正な慣行に合致し、正当な範囲内で

(39)時事問題に関する論説の転載等…新聞･雑誌のものを、出版､放送､ｵﾝﾗｲﾝ等で

(41)時事の事件の報道のための利用

(40)政治上の演説等の利用

(42)司法･立法･行政目的のための複製…裁判手続､内部資料､行政情報公開など

(43)翻訳、翻案等による利用

(44)放送事業者等による一時的固定

(45～47)美術の著作物等の利用…原作品の所有者による展示、屋外展示物の利用、

展覧会パンフレットへの掲載など
(47の6)情報検索サービスのための利用

(47の5)送信の障害の防止等のための複製（ﾐﾗｰﾘﾝｸﾞ､ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ､ｷｬｯｼﾝｸﾞ）

(47の7)情報解析(リバースエンジニアリング)のための複製等

(47の8)電子計算機における著作物の利用等に伴う複製（処理過程における記録）

(47の3)プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等…ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｺﾋﾟｰなど

出所の明示(48)
著作者人格権 著作(財産)権 出版権

実演家人格権 著作隣接権

●著作権等の侵害 権原がないものによる著作物の使用

著作権等の侵害とみなされる行為(113)

・国内ならば著作権等侵害となる物の輸入

・侵害物と認識した上で行う頒布､頒布申出､頒布･輸出入目的での所持

・違法コピーと知って取得したプログラムの業務上の使用

・権利管理情報の改変…コピーガードの解除など（※私的利用でも違法）

・著作者の名誉･声望を害する方法での使用 など

・差止請求(112)

・損害賠償請求(114､民709)

・信用回復措置請求(115) 著作権等侵害 刑事罰

・不当利得返還請求(民703-704) (119～124)

＜著作権等管理事業法による著作権等管理事業者＞（ＪＡＳＲＡＣなど）

…権利者の委託により、利用許諾その他の権利管理を行う
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２ 商標権（ ）trademark right
（１）営業上の標識としての知的財産権 ①商標

②商品等表示（不正競争防止法）

③商号（商法・会社法）
（２）商標権の定義

＜ とは＞商標権

指定する商品・役務の範囲で登録商標を独占的に使用し 業務上の信用、

類似範囲における他人の使用を禁止することができる権利 の保護

、 、 、 、業として商品または役務の生産 証明 譲渡 提供を行っている者が

その商品または役務について使用する文字、図形、記号、立体的形状商 標

もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるもの(2条)

（ ）文字商標 色彩商標 商品商標 トレードマーク

（ ）商標法 H26.5改正 図形商標 音商標 役務商標 サービスマーク

による H27.4施行 記号商標 動き商標 ※小売･卸売の役務も対象

登録 立体商標 ﾎﾛｸﾞﾗﾑ商標

結合商標 位置商標

登録要件(識別性)を満たさないもの … 普通名詞、慣用商標など

※実務上、識別性があれば登録可

地域団体商標制度

地域名と普通名称・慣用名称の組合せによる商標であっても、

地域ブランド保護のため、事業協同組合等にかぎり商標登録可能とする

国旗や外国国旗、赤十字など公的な標章

不登録事由に該当するもの 公序良俗違反、他人の肖像や氏名を含む

（利益調整のため） 他商標と混同、商品特性等を誤認させる

著名商標と同一類似で不正目的使用など

登録商標 成立 … 存続期間：登録から10年（更新可能）商標権

（３）商標権の取得手続

●商標登録を受けられる商標…自己の業務にかかる商品・役務に使用する商標(3①)

→自己が使用する意思のない商標については、

商標登録を受けることができない。

文字商標 色彩商標、ホログラム商標

商 標 図形･記号商標 結合商標 ＋ 音商標

立体商標 動き商標、位置商標

取引の対象となる

商品・役務 商品：量産可能な、有体物で、流通過程にのるもの

役務：他人のためにする労役・便益、付随的役務は不可
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●商標権の取得手続 １０年

保護期間

出願 方式 実態 登録料納付 更新又は

出願受付 審査 出願公開 審査 →設定登録 期間満了

･出願人 (商標公報)

･商標 拒絶 未納付 無効審決

･商品役務区分 登録異議 取消審決

※一出願多区分制 取消決定 権利放棄

出願却下 登録査定から30日以内 商標権消滅
に一括又は分割納付しない 分割残
(10年分) (5年分)

普通名詞…略称･俗称も不可､商品役務分野と無関係なら可

慣用商標…例 「清酒正宗 、カステラにオランダ船図形） 」

登録の要件 商品・役務の内容等を普通に表示…例 「大阪せんべい」× ）

（ ） ありふれた氏・名称を普通に表示…例 「鈴木 「㈱ﾀﾅｶ」識別性 ） 」

極めて簡単でありふれた標章…仮名一文字など

公益上の理由… 公的な標章、他人の肖像や氏名を含む商標×

その他の公序良俗違反のおそれのある商標×

不登録事由に 出所混同の防止… 他人の商標と混同するおそれのある商標×

該当しない (周知商標と同一･類似で､商品役務も同一･類似)

( ) ※先行登録者の承諾あり＆出所混同のおそれなし→登録可能利益調整

品質誤認の防止… 商品役務の特性を誤って認識させる商標×

例 「純米吟醸」という合成酒の商標）

不正目的出願の排除… 著名商標と同一類似で不正目的使用×

例)高額買取目的の国内未登録商標出願

最先の出願であること 過去に登録されていても権利消滅後は登録可能

同じ標章でも区分が違えば登録できる可能性大

（４）商標権の効力（専用権と禁止権）

登録した商標と同一の商標を、業として、独占排他的に実施できる(25)。専用権

登録した商標と同一および類似する商標の実施を禁止できる。禁止権

（禁止権の範囲での本人の実施は、権利侵害ない限りは可能。ただし保護なし）

禁止権の範囲が重なっても

独占 後願 登録には差し支えがない。

登録 実施

商標 可能 双方の禁止権が重複する

先願 範囲では、双方とも実施

他人の使用を禁止 できない。

類似範囲
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（５）商標権の存続期間
設定登録の日

商標権の存続期間＝１０年間

更新登録 …何度でも可能

（６）商標の類似と商品・役務の類似（4⑩10,11）

商品・役務 商標の を発揮させ出所防止機能

同一 類似 混同防止を図るため、類似商標

同一 同一商標(専用権) の登録は禁止され(ｺﾝｾﾝﾄ制度)
商標

類似 類似商標(禁止権) その使用は商標権侵害となる。

＜商標実施権の許諾＞ 専用実施権(30)

・専用権の範囲でのみ許諾可能 通常実施権(31)

・禁止権の範囲で商標法上の実施許諾はできない

→実務上は、禁止権の範囲でも実質的な使用許諾は行われている。…保護なし

※先行登録商標と同一または類似の商標でも、先行登録者の承諾があり、

出所混同のおそれがなければ、登録して使用が可能(ｺﾝｾﾝﾄ制度の例外：4④)

（７）不使用商標

継続して３年以上使用していない商標については、誰でも取消審判を請求できる。

不使用商標取消審判請求の要件

①登録商標(社会通念上同一と認められる商標を含む)を使用していないこと

②継続して３年以上、日本国内において使用していないこと

③商標権者･専用使用権者･通常使用権者のいずれも使用していないこと

④取消請求された指定商品または指定役務のいずれについても使用していないこと

⑤使用しないことに正当の理由(製造許認可を持っている等)がいないこと

（８）商標権の侵害

・差止請求(36)

・損害賠償請求(39､民709)

・信用回復措置請求(39､特許106) 商標権侵害 刑事罰

・不当利得返還請求(民703-704) (78～)

正当な権原なく 左の

他人の登録商標と 登録商標にかかる指定商品・指定役務と 行為の
同一(類似)の商標を 同一(類似)の商品または役務に使用する行為

予備的

登録防護商標 を その指定商品または指定役務に使用する行為 行為

＜防護標章登録制度＞

禁止権の範囲を非類似の商品・役務に拡大して、著名登録商標を保護する

＜団体商標制度＞＜地域団体商標制度＞（商標7、7の2）

・社団法人や事業協同組合、農業協同組合などについては、自己が使用しない商標

であっても、構成員に使用させるための商標の登録（団体商標制度）ができる。

・地域名と普通名称・慣用名称の組合せによる商標であっても、周知性を得た地域

ブランド保護のため、事業協同組合や商工会等は、地域団体商標の登録ができる。
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３ 意匠権 （ ）design right
＜ とは＞意匠権

物品について創作した工業上利用可能な新しい の独占権 審美的意匠(デザイン)
創作

①物品の形状、模様もしくは色彩または 視覚を通じて意 匠

これらの結合、②建築物の形状等、③画像 美観を起こさせる

(意匠2①)

●意匠特有の制度（特殊な意匠）

「物品の独立性」の例外部分意匠

(2①括弧) 物品の部分になされた特徴ある意匠

→全体としては異なっていても、その部分は保護される。

「一意匠一出願の原則」の例外組物の意匠

(8) 集合物が有する全体としての統一感、省令で定める 品目のみ56
→個々の構成物品には及ばない。

「一意匠一出願の原則」の例外動的意匠

(6④) 物品の機能として意匠が変化する場合、変化の前後にわたる意匠に

ついて一出願で登録可能

「先願規定」の例外関連意匠

本意匠の公報が発行されるまでに、同一人から出願された類似意匠

→本意匠を表示して出願する。

秘密意匠 「登録公報制度」の例外

(14) 登録から一定期間(３年以内で設定)、意匠の公開を秘密にする

←流行性があり模倣も容易である一方、累積進歩は少ないから

●意匠登録の要件
農産物、天然物

…工業技術を用いて同一物を量産できる 美術著作物工業上利用性 ×

庭園･建物 など
出願前に 公然と知られて

…日本または外国で 刊行物等に掲載されて いないもの新 規 性

公知なものに類似して

…当業者が、公知の形状等から容易に創作できないもの創作非容易性

形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合 …天然物や
不動産も対象

・意匠登録を受けることができない意匠(5)でないこと

公序良俗違反…赤十字ﾏｰｸや国旗､国家元首の顔､わいせつ物などを模した意匠

他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれ…著名商標等を利用した意匠など

物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる…必然的に定まる意匠

・一意匠一出願(7)であること

・先順位意匠の一部と同一または類似の後願意匠でないこと(9) など
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（５）意匠権の効力

登録した意匠と同一および類似する意匠を、業として、独占排他的に実施できる。

独占

実施 後願 登録可能だが、

登録 可能

意匠 先願の類似範囲に抵触

先願 する意匠の実施には、

先願者の許諾が必要

類似範囲

※試験研究のための実施は、意匠権を侵害しない。

●意匠の同一
と類似 物 品 ・物品の同一：用途…同じ、機能…同じ

同一 類似 ・物品の類似：用途…同じ、機能…異なる

同一 同一意匠

形態 …形態の類似：

類似 類似意匠 需用者の視覚を通じて起きる美観に基づく

●実施権

専用実施権

通常実施権 ＜先出願による通常実施権＞

許諾契約 意匠権は出願公開がなく拒絶査定となった

法定 職務創作 出願は、先願の地位を有しないが、後願の

先使用権 類似意匠となっても実施できる。

先出願による

無効審判の請求登録前の

意匠権存続終了後の

裁定

●意匠権の侵害に対する措置

・差止請求(37)

・損害賠償請求(39､民709)

・信用回復措置請求(41､特許106) 意匠権侵害 刑事罰(69)

・不当利得返還請求(民703-704)

●意匠法の関連法規およびその相違点

（特許権、実用新案権の対象となることも）

物品の形状 権利付与 意匠権 …美的創作の保護→２０年

規制 商標権(立体商標)…業務上の信用の保護

不正競争防止法 →更新で半永久的

商品形態模倣行為
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４ 特許権（ ）patent right
（１）特許権とその保護の対象

＜ とは＞特許権

特許を受けた特定の を独占的・排他的に利用しうる権利発明

特許権者は、業として、特許発明を実施する権利を専有する(特許68)

該当しないもの

（ 、 、 ）発 明 自然法則を 人為的取り決め ルール 経済等の法則 言語など

利用した 自然法則そのもの、自然法則に反するもの

技術的思想の 技能、単なる情報・願望や課題の提示、美的創造物

創作のうち 単なる発見（天然鉱物、動植物など）

高度なもの 考案（実用新案法の保護対象）

物の発明 …有体物に限らずプログラム等も含む

例 「○○装置 「○○システム」） 」

「○○処理を実行させるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」

方法の発明 …順序や時間等を要件とする

例 「OOの使用方法 「OOの制御方法」） 」

物を生産する方法の発明

例 「○○の製造方法」）

特許 産業上利用可能性…産業上利用することができること。

要 新規性…発明がいまだ社会に知られていないものであること。

件 進歩性…当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、

特許出願時の技術常識に基づいて、容易に発明できないこと。

（２）特許を受ける権利

発明者 特許を受ける権利を持つ者で、自然人に限られる。

出願の前後を問わず移転できる(33①)…法人も承継可
特許を受ける権利

権利なき者の出願： 出願拒絶(49⑦)冒認出願

登録無効(123①6)
（３） (35) 使用者等の従業者等がした発明で職務発明

使用者等の業務範囲に属し、

かつ従業者等の職務に属する発明

、 。従業者等が自ら特許を受けた → 使用者等は 無償の通常実施権を有する

あらかじめ使用者等に、特許を受ける権利を取得させ、

特許を受ける権利の継承させ、もしくは専用実施権を

設定することを契約、就業規則等で定めることができる。

相当の金銭その他の経済上の利益→実行の場合、従業者は

（相当の利益）を受ける権利を有する。
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（４）特許権取得手続

２０年
３年以内 特許権の

１年６ヵ月以内 保護期間

出願 方式 審査請求 実態 特許料納付 期間
出願受付 審査 出願公開 審査 →設定登録 満了

(請求により、
早期公開可能)

最先の出願人 特許権発生
のみが特許権 公開～設定登録間
を取得できる に特許実施 (特許公報)

した者に対
（５）先願主義 して保証金 請求なく 特許料 特許無効審決

(39①) 請求権発生 期間経過 未納付
(65) 特許権の放棄

出願取下 拒絶

出願却下 特許査定の送付から30日以内に 特許権消滅
特許料(３年分)の納付をしない場合

４年目以降の不納付

（６）特許権の効力

物の発明…物の生産､使用､譲渡･貸出､輸出･輸入､譲渡等の申出

特許権の実施 方法の発明…方法の使用

物を生産する方法の発明…方法の使用、

方法により生産した物の使用等

（参考）特許発明の技術的範囲…特許請求の範囲の記載に基づいて定められる

例）
特許請求の範囲

Ａ Ｃ Ｄ
【請求項１】ＡとＢとＣを備えたＤ

Ｂ

非侵害 侵 害

ＡとＢを備えたＤ ＡとＢとＣとＥを備えたＤ
特許権の及ばない範囲
・試験研究のための実施

Ａ Ｄ Ａ Ｃ Ｄ ・通過するもの、
既にあるもの

Ｂ Ｂ Ｅ ・調剤行為

ＡとＢとＥを備えたＤ はどうか？
文言通りの解釈が原則だが、
あまりに文言どおりだと、

Ａ Ｄ 特許権者の保護に欠けるような場合均等論

Ｂ Ｅ
特許発明と均等と認められるものを技術範囲に含める
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（７）共同発明・特許権の共有

発明者が複数の場合

特許を受ける権利も共有となる

→他の権利者と共同でなければ出願できない。→共同出願共同発明

他の権利者の意に反して、特許を受ける権利の譲渡もできない。

成立
特許権の共有 …特許発明の実施は単独でできる。

（８）実施権

独占排他的に特許発明を実施できる権利専用実施権

（物権的） ・特許権者でも契約範囲の特許権の実施はできない。

・特許登録原簿への設定登録が必要

・専用実施権者は第三者に対し実施権の再設定ができる。

特許発明を業として実施することができる権利通常実施権

（債権的） ・特許権者が自ら実施する権利を留保するかどうかは任意

・特許原簿への登録は不要で、双方の契約のみで設定できる。

実施許諾契約による通常実施権
法定通常実施権 職務発明の使用者による通常実施権

先使用による通常実施権など
裁定通常実施権 不実施の場合の裁定通常実施権

公共の利益のための裁定通常実施権など

仮の実施権 特許権成立前であっても、 特許権の成立後 正式な実施権

出願をしていれば設定できる とみなされる

●「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 （知的財産ガイドライン）」

特許法等に基づく権利行使は、独占禁止法の適用除外であるが、一見、特許権等の

行使と見られる行為であっても、実質的に知的財産制度の趣旨を逸脱するものについ

ては、独占禁止法が適用される。

＜実施許諾契約が不当な取引制限・不公正な取引方法に該当するケース＞

・特許対象技術を使用していない製品への実施料の賦課

・特許製品の原材料、部品等の購入先指定（合理的な理由がある場合を除く）

・特許製品の販売ルートの指定、販売価格・再販売価格の拘束

・不争義務（特許権に無効事由があっても無効審判請求を行わない）

・特許権消滅後の使用制限 など

（９）特許権の移転

特定承継(売買等) 承継事由の成立＋特許原簿への登録→効力発生(98①1)

一般承継(相続等) 承継事由の発生＝効力発生 …登録なくても第三者に対抗可

※特許庁長官への届出義務あり



- 31 -

（10）特許権の侵害の態様

(68①)

・直接侵害＝無権原者による業としての特許発明の実施 …請求項(クレーム)ごと

・直接侵害に密接に関連する一連の行為（幇助等） に判断する

(101)

（11）民事的救済手段

・差止請求(100)

・仮処分の申立て

・損害賠償請求(102～103､民709) 特許権侵害 刑事罰

・信用回復措置請求(106)

・不当利得返還請求(民703-704) 非親告罪

（12）刑事責任

・10年以下の懲役または1000万円の罰金(特許196)

・企業活動としての侵害の場合→法人にも３億円以下の罰金(両罰規定：201)

５ 実用新案権

＜ とは＞実用新案権

物品の形状、構造または組合せに係わる を独占的に利用する権利考案

●実用新案権の取得手続

発明ほどの高度な技術的創作でない小発明 …形式的要件のみで成立考 案

(実用新案16) 実体的審査なしで成立

権利の有効性を判断する …誰もが作成請求できる 刑事罰もある技術評価書

差止(27)､不当利得､

実用新案権の権利行使には、技術評価書の提示が必要 損害賠償(29､民709)､

信用回復(30､特許106)

●実用新案の手続きと期間
１０年

半年程度 実用新案権保護期間

出願・登録料納付 基礎的要件 方式 存続期間

出願受付 の審査 審査 設定登録 満了

(公報)

基礎的要件審査の内容 出願却下 技術評価書

①物品の形状、構造又

は組合せに係るものか

②公序良俗違反はないか ・有効性を補完 差止・賠償請求等

③請求の範囲の記載は適切か ・無効判断する 権利行使可能

④考案の単一性に違反しないか ものではない

⑤書類の記載は適切か (鑑定書的性格)
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６ 営業秘密

＜ とは＞営業秘密（トレードシークレット）

秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の 物権的権利ではないが

事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、 知的財産の一種として

公然と知られていないもの (不正競争防止法２条⑥) 法的保護の対象

①秘密として管理

不正競争防止法の禁止行為 営業秘密保護の３要件 ②事業活動に有用

③公然と知られてない

不正取得、不正取得した 情報の開示、使用

不正開示、不正開示された情報の開示、使用

不正使用により生じた物の譲渡・引き渡し・譲渡引渡目的の展示、輸出入

※不正競争行為全般については第３章

秘密としての管理については第５章参照のこと

●不正競争行為に対する措置

・差止請求(3)

・損害賠償請求(4､民709)

・信用回復措置請求(14) 不正競争行為 刑事罰

・不当利得返還請求(民703-704) (21～22)

（参考）コンピュータ関連技術等の権利保護

●ビジネス方法の特許（ビジネスモデル特許）…コンピュータ関連発明の一種

単なる手順、方法…自然法則を利用せず特許対象外
ビジネス方法の発明

ハードウエアにより実現される…特許権の対象

アルゴリズム部分 ビジネスモデル特許 電子商取引型
金融ビジネス型

コンピュータプログラム …プログラム自体が物の発明…技術的思想を保護

プログラムの著作物(著作権)…表現を保護

●ソフトウエアの著作権 客観的情報

デジタルコンテンツ デジタル化された著作物

ソフトウエア データベース 著作物として保護

コンピュータプログラム

「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」

創作年月日の登録により、著作権の立証がしやすくなる

＜ＡＩを利用した創作と知的財産＞

・著作権：利用者に創作的寄与性が

認められる →ＡＩを道具とした「創作物」 →著作物性あり

認められない→ＡＩが自律生成した「ＡＩ創作物」→著作物性なし

・特許権：人が創作した「発明」であることは要件だが、発明に至る経緯は問わない

ＡＩのみで自律的な「発明」が行われても特許の対象とならない


